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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月９日 １９時２７分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島北東方沖 

 姫島灯台から真方位０５０°５.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４７.７８′ 東経１３１°４７.３２′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 天馬
て ん ま

丸、７３９トン 

   １３４５４３、大旺海運有限会社 

   ８０.００ｍ×１２.８０ｍ×７.６５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年２月１３日 

Ｂ 押船 大豊山
たいほうざん

丸、２２５トン 

   １３０３２６、西瀧海運株式会社 

   ２９.５０ｍ×９.２０ｍ×４.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,６４７kＷ（合計）、昭和６３年１２

月１５日 

Ｃ はしけ 大豊山
たいほうざん

丸１号、約４,１７６トン 

なし、西瀧海運株式会社 

１０１.４ｍ×１７.６ｍ×８.４ｍ、鋼 

機関なし、１９８９年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５５年２月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月７日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１月１５日 

操船者Ａ 男性 ３２歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２４年９月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年９月１３日 

    不正受験のため、船舶職員及び小型船舶操縦者法第１６条第

１項の規定に基づき平成２５年９月２日、海技試験合格は無効
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となった。 

Ｂ 航海士Ｂ 男性 ２８歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２３年７月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年７月２１日 

    免状有効期間満了日 平成２８年７月２０日 

航海当直補助者Ｂ 男性 ６９歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１２月２０日 

    平成２１年１２月１９日をもって失効していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破口及び圧壊 

Ｂ 右舷中央部船底に破口 

Ｃ 全損（沈没） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び操船者Ａほか３人が乗り組み、石炭約２,１０

０ｔを積載し、平成２４年１０月９日１６時４０分ごろ山口県宇部市

宇部港を出港して広島県竹原市竹原港に向かった。 

操船者Ａは、１７時２０分ごろ昇橋し、１７時３０分ごろ、宇部港

南東方３.５Ｍ付近で船長Ａから船橋当直を引き継ぎ、針路を周防灘

の推薦航路線（以下「推薦航路線」という。）に沿う約１０２°（真

方位、以下同じ。）に設定し、推薦航路線の北方２Ｍ付近を約１２ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により航行

中、レーダーで右舷船首４５°、１.５Ｍ付近にＢ船がＣ船を押航す

る押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）の映像を探知したが、Ｂ船

の灯火を見て小型船と思い、Ｃ船の灯火に気付かなかった。 

操船者Ａは、ＡＩＳによりＢ船が速力約１０kn で山口県徳山下松

港に向かっていることを知り、Ｂ船の船首方を通過することとし、自

動操舵装置の設定ダイヤルを回して左転を始めたところ、Ｂ船が発し

たせん光１回の信号を認め、更に同ダイヤルを回して左転を続けた。 

操船者Ａは、自動操舵のまま左転中、Ｂ船が更に接近するのを見て

衝突の危険を感じ、自動操舵装置の設定ダイヤルを回して右転を始

め、機関を微速力前進として間もなく、１９時２７分ごろ姫島北東方

沖において、Ａ船の船首部とＣ船の左舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突を知って急いで昇橋し、機関を全速力後進にかけて

Ｃ船から離れ、作業灯を全て点灯してＡ船の乗組員及び船体の安全を

確認し、事故発生を１１８番通報した後、Ｂ船の右舷側に接舷してＢ

船の救助に当たった。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂ、機関士Ｂ及び航海当直補助者Ｂほか４

人が乗り組み、石灰石約８,８００ｔを積載したＣ船の船尾凹部に船

首部を嵌合
かんごう

させ、嵌合部をピンで連結してＢ船押船列を構成し、１４
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時１５分ごろ大分県津久見市津久見港を出港して徳山下松港に向かっ

た。 

航海士Ｂは、１６時５０分ごろ、佐田岬灯台の北西方５Ｍ付近の伊

予灘で昇橋し、船長Ｂと交替して航海当直補助者Ｂと共に船橋当直に

つき、操船指揮を執り、航海当直補助者Ｂに操船を委ね、針路約３４

５°、速力約１０kn で自動操舵により航行した。 

機関士Ｂは、１８時４０～５０分ごろ姫島の東南東方沖で昇橋して

左舷後部付近に立ち、船橋当直の様子を見ていた。  

航海士Ｂは、レーダーで推薦航路線の北方を本州側に寄って東進す

るＡ船の映像を探知し、Ａ船が約６Ｍに接近したとき、ＡＩＳで船名

を確認した。 

航海士Ｂは、伊予灘航路第１号灯浮標を右に見て通過した頃、右舷

船首方に西進する船舶２隻、左舷船首方にＡ船の南側を東進する船舶

３隻を認め、右舷船首方の船舶２隻の舷灯が紅灯から緑灯が見える状

況となったことを確認した後、自動操舵のまま５°右転して針路を徳

山下松港の入口に向く３５０°とした。 

航海士Ｂは、Ａ船の南側を東進していた船舶３隻がＢ船押船列の船

尾方を通過した後、Ａ船が避航の様子を見せないまま接近したが、航

海当直補助者ＢがＡ船の動きを観察している様子に見えた上、Ｂ船押

船列が保持船であるので、いずれＡ船が避けるものと思い、針路及び

速力を保持して航行を続けた。 

航海当直補助者Ｂは、Ａ船が避航の様子を見せないまま更に接近す

るので、船橋右舷上部に備えた探照灯をＡ船に向けて点滅させ、航海

士Ｂに右舵一杯を助言して機関を中立に操作し、機関士Ｂに探照灯で

Ａ船を照射するよう助言した後、汽笛による短音の吹鳴を始めた。 

Ｂ船押船列は、航海士Ｂが手動操舵に切り替えて右舵一杯を取り、

機関士Ｂが探照灯でＡ船に照射を始め、航海当直補助者Ｂが、Ｂ船及

びＣ船の作業灯を全て点灯し、減速しながら右転中、Ａ船と衝突し

た。 

船長Ｂは、自室で休息中、機関の回転の変化に気付き、カーテンを

開けて外を見たが、危険な他船の灯火を認めなかったので、通常の避

航を行っているものと思い、その後、汽笛を聞いたものの、Ｂ船船舶

所有者の社内で船長経験豊富な航海当直補助者Ｂが航海士Ｂと共に入

直しているので安心し、トイレに寄ってから昇橋したところ、至近に

迫ったＡ船を認め、Ａ船がＣ船の左舷中央部にほぼ直角に衝突するこ

とを目撃した。 

船長Ｂは、沈没の危険を感じ、乗組員に退船を指示して降橋し、乗

組員が救命いかだを海に投下した。 

Ｂ船押船列は、左舷側に傾斜を始めたが、Ｂ船とＣ船との連結が外

れてＢ船の傾斜が戻った。 
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Ｃ船は、傾斜を続けながら惰力で前進し、船長Ｂが昇橋してＶＨＦ

無線電話で海上保安庁に通報中、１９時３８分ごろ、Ｂ船から０.１

Ｍ程度離れた所で転覆して沈没した。 

Ｂ船は、Ｂ船船舶所有者が手配したサルベージ会社の作業船により

浸水防止の作業が実施され、１０日０８時０５分ごろ、作業船に横抱

きされて徳山下松港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期  

 その他の事項  操船者Ａは、陸上勤務を経て、平成２４年５月８日Ａ船に甲板員と

して乗り組み、８月２０日に下船して海技免許を取得後、９月１５日

からＡ船の二等航海士として乗り組んでいた。 

操船者Ａは、六級海技士（航海）の試験を受験するために必要な乗

船履歴が不足していたが、履歴を詐
いつわ

って受験して合格した。 

国土交通大臣は、本事故後、海上保安庁からの通報により、操船者

Ａが六級海技士（航海）の免状を不正に取得したことを知り、海技免

許の無効処分を行った。 

操船者Ａは、せん光１回の信号を認めた後、どの時点か分からない

が、せん光２回の信号を認めると同時に１回の汽笛を聞いた。 

操船者Ａは、舵輪の前に立ち、双眼鏡を使用して見張りを行ってい

たが、衝突の直前までＣ船の存在に気付かなかった。 

航海当直補助者Ｂは、昭和４８年１１月４日Ｂ船船舶所有者に入社

して平成１３年７月２５日退社したが、船長経験が豊富であったの

で、本事故当時、Ｂ船に乗船して航海士Ｂの指導に当たっていた。 

航海士Ｂは、Ｂ船押船列の場合、他船が４Ｍ程度に接近したら避航

動作をとることを意識していたが、船長等は２Ｍ程度で避航を開始す

るとの認識を持っていた。 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦ無線電話を備えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、姫島北東方沖を東進中、操船者Ａが、Ｂ船押船列と衝突の

おそれのある態勢で接近する状況下、適切な操船を行わなかったこと

から、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 操船者Ａは、操船経験が浅いことから、Ｂ船押船列と衝突のおそれ

のある態勢で接近する状況下、適切な操船を行わなかった上に、自動

操舵及び手動操舵の特性について把握していなかったことから、Ａ船
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と約０.５Ｍに接近し、自動操舵のまま左転に続いて右転を行ったも

のと考えられる。 

Ｂ船押船列は、姫島北東方沖を北進中、航海士Ｂが、いずれ左舷船

首方から接近するＡ船が避けるものと思い、Ａ船が至近になるまで針

路及び速力を保持して航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

航海士Ｂは、操船経験豊富な航海当直補助者Ｂとの間で責任体制が

曖昧になっていたことから、Ａ船が至近になるまで針路及び速力を保

持して航行を続けた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、姫島北東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船押船

列が北進中、操船者Ａが、Ｂ船押船列と衝突のおそれのある態勢で接

近する状況下、適切な操船を行わず、また、航海士Ｂが、Ａ船が至近

になるまで針路及び速力を保持して航行を続けたため、Ａ船とＣ船と

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海技免状の試験を受験するときは、正式な手続きに従って受験す

ること。 

・航海当直中における責任体制を明確にしておくこと。 

・ＶＨＦ無線電話を積極的に活用すること。 
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付図１ 航行経路図 

Ａ船 

Ｂ船押船列 

事故発生場所（平成２４年１０月９日１９時

２７分ごろ発生） 

伊予灘航路第１号灯浮標 

付図２ 

大分県 

姫島 

宇部港 

徳山下松港 

笠戸島 

佐田岬 

愛媛県 

山口県 

姫島灯台 

岩島 

推薦航路線
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付図２ 航行経路図（拡大） 

※ 付表１及び付表２のＡＩＳ記録（抜粋）で示す船位（１９時を省略） 

Ａ船 

Ｂ船押船列 
Ｂ船 

Ｃ船 

Ｂ船押船列 

Ａ船 

21:32 

24:53 

22:53 

25:26 
25:53 

26:00 

23:53 

26:20 

26:53 

21:16 

23:56 

24:56 

22:56 

22:06 

25:56 

26:14 
26:28 26:48 

衝突 
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時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

19:21:32 33-47-53.6 131-46-09.4 103 100.3 11.6 

19:22:02 33-47-52.5 131-46-16.4 104 101.9 11.6 

19:22:32 33-47-51.3 131-46-23.2 101 099.5 11.6 

19:22:53 33-47-50.7 131-46-27.8 102 098.6 11.6 

19:23:53 33-47-48.8 131-46-41.5 103 099.8 11.6 

19:24:02 33-47-48.4 131-46-43.7 103 100.7 11.5 

19:24:23 33-47-47.8 131-46-48.6 102 100.1 11.7 

19:24:33 33-47-47.5 131-46-50.9 100 099.7 11.6 

19:24:42 33-47-47.1 131-46-52.9 094 099.9 11.6 

19:24:53 33-47-46.9 131-46-55.1 088 091.3 11.4 

19:25:26 33-47-47.8 131-47-02.8 078 075.6 11.4 

19:25:53 33-47-49.2 131-47-08.4 087 069.8 11.2 

19:26:00 33-47-49.5 131-47-09.9 096 082.7 10.9 

19:26:06 33-47-49.6 131-47-11.2 101 087.8 10.8 

19:26:20 33-47-49.3 131-47-14.3 118 103.2 10.5 

19:26:25 33-47-49.0 131-47-15.2 124 108.3 10.5 

19:26:34 33-47-48.3 131-47-16.9 129 117.6 10.4 

19:26:40 33-47-47.9 131-47-18.0 135 117.9 10.3 

19:26:46 33-47-47.3 131-47-19.2 146 127.6 9.9 

19:26:49 33-47-47.1 131-47-19.5 149 129.4 9.7 

19:26:53 33-47-47.0 131-47-19.7 148 102.2 0.8 

19:26:56 33-47-47.0 131-47-19.8 139 086.9 1.5 

19:27:01 33-47-47.0 131-47-19.9 132 104.0 1.4 

19:27:05 33-47-47.0 131-47-20.0 124 106.9 2.0 

19:27:19 33-47-46.8 131-47-20.7 105 103.4 2.9 

19:27:33 33-47-46.7 131-47-21.6 089 090.0 3.1 

19:27:39 33-47-46.7 131-47-22.0 083 081.4 3.2 

19:27:45 33-47-46.7 131-47-22.4 080 078.5 3.2 

19:27:49 33-47-46.8 131-47-22.5 079 076.5 3.2 

19:27:59 33-47-46.9 131-47-23.2 076 074.7 2.8 

19:28:33 33-47-47.5 131-47-24.0 078 017.1 0.9 

19:28:49 33-47-47.8 131-47-23.9 083 314.7 1.3 

19:28:58 33-47-47.9 131-47-23.6 087 297.6 1.9 

19:29:02 33-47-47.9 131-47-23.4 089 297.2 2.1 

19:29:39 33-47-48.6 131-47-21.5 107 293.8 3.5 

19:29:46 33-47-48.8 131-47-21.0 109 294.6 3.3 

19:29:50 33-47-48.9 131-47-20.8 111 295.6 3.3 

19:29:53 33-47-49.0 131-47-20.7 111 296.0 3.3 

19:29:55 33-47-49.0 131-47-20.5 112 294.8 3.2 

19:29:58 33-47-49.1 131-47-20.3 113 297.5 3.2 

19:30:05 33-47-49.2 131-47-20.0 114 297.5 3.2 

19:30:33 33-47-50.2 131-47-18.6 125 310.0 3.0 

19:30:38 33-47-50.4 131-47-18.4 127 311.4 2.9 

19:30:56 33-47-51.0 131-47-17.6 133 316.3 2.9 

19:30:59 33-47-51.1 131-47-17.5 134 315.5 2.7 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
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時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

19:21:16 33-46-53.0 131-47-32.9 349 345.3 10.1 

19:21:35 33-46-56.1 131-47-32.0 349 346.0 10.0 

19:22:06 33-47-00.9 131-47-30.6 350 345.9 9.9 

19:22:16 33-47-02.7 131-47-30.0 349 346.9 9.9 

19:22:35 33-47-05.8 131-47-29.2 350 346.7 9.9 

19:22:56 33-47-09.0 131-47-28.2 349 347.3 9.9 

19:23:14 33-47-12.0 131-47-27.2 349 347.1 9.8 

19:23:26 33-47-13.8 131-47-26.7 349 345.8 10.0 

19:23:35 33-47-15.4 131-47-26.2 349 345.3 9.8 

19:23:56 33-47-18.6 131-47-25.3 349 344.2 9.8 

19:24:56 33-47-28.3 131-47-22.4 349 346.8 9.8 

19:25:15 33-47-31.3 131-47-21.5 349 346.4 10.0 

19:25:26 33-47-33.0 131-47-21.0 349 344.4 9.7 

19:25:45 33-47-36.0 131-47-20.0 355 342.2 9.5 

19:25:56 33-47-37.6 131-47-19.4 003 345.2 9.3 

19:26:02 33-47-38.6 131-47-19.1 008 347.7 9.1 

19:26:09 33-47-39.6 131-47-18.9 016 351.4 8.8 

19:26:11 33-47-40.1 131-47-18.8 019 354.9 8.8 

19:26:14 33-47-40.5 131-47-18.8 023 357.3 8.5 

19:26:25 33-47-41.8 131-47-18.8 034 006.0 7.9 

19:26:28 33-47-42.2 131-47-18.9 037 009.2 7.7 

19:26:48 33-47-44.4 131-47-19.8 057 028.9 6.3 

19:26:56 33-47-44.9 131-47-20.4 060 060.3 4.5 

19:27:08 33-47-45.4 131-47-21.4 061 057.6 4.1 

19:27:14 33-47-45.6 131-47-21.8 062 057.6 4.0 

19:28:56 33-47-48.7 131-47-27.7 045 053.3 2.9 

19:29:35 33-47-49.9 131-47-29.3 035 043.8 2.7 

19:29:46 33-47-50.2 131-47-29.6 032 041.6 2.6 

19:29:56 33-47-50.6 131-47-29.9 029 039.3 2.5 

19:30:06 33-47-50.9 131-47-30.2 027 037.0 2.5 

19:30:16 33-47-51.2 131-47-30.5 024 035.2 2.5 

19:30:36 33-47-51.9 131-47-31.0 020 030.3 2.3 

19:30:46 33-47-52.2 131-47-31.1 017 028.2 2.3 

19:30:56 33-47-52.6 131-47-31.4 015 026.4 2.2 

 

 

 

 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


